
 
資料１ 

受入れごみの種別 

ごみの種類 細分類 搬入ヤード 選別 

処理 

(裏面

参照) 

手動 

計量の 

要否 

料金徴収

業務の 

要否 

備考 

可燃ごみ 持ち込み ①、②ヤード 不要 要 要(現金) 有料（従量制） 

持ち込み剪定枝 ⑥ヤード 不要 要 要（現金） 有料（従量制） 

登録造園剪定枝 ⑥ヤード 不要 否 否 有料（後納） 

粗大ごみ 定曜日収集 

多量排出（臨） 
⑦ヤード 必要 否 否 

 

持ち込み ①、②ヤード 必要 否 否 有料（処理券制） 

造園樹木 ⑥ヤード 必要 要 要（現金） 
太さ 20cm 未満、 

長さ 1m 未満 

許可業者(家庭系 ⑦ヤード 必要 否 否 有料（処理券制） 

許可業者(事業系 ⑦ヤード 必要 要 否 有料（後納） 

資源ごみ 

（収集） 

容器包装プラ ③、④、⑤ヤード 不要 否 否  

ペットボトル ⑧ヤード 不要 否 否  

空き缶・空き瓶 ⑨ヤード 不要 否 否  

古紙・古布 ⑪ヤード 不要 否 否  

危険・困難

ごみ（収集） 
定曜日収集 ⑦ヤード 必要 否 否  

持ち込み ①、②ヤード 必要 否 否 
有料（処理券制） 

無料 

資源ごみ 

（ 持 ち 込

み） 

各種資源ごみ 
①、②ヤードの 

資源ごみコンテナ 
不要 否 否 無料 

小型家電 回収ボックスへ 不要 否 否 無料 

その他 
死獣（ペット） 

①、②ヤードで受け

た後、冷凍保管庫へ 
不要 否 要（現金） 有料（１匹毎） 

死獣（野良） 
①、②ヤードで受け

た後、冷凍保管庫へ 
不要 否 否 無料 

不法投棄 ⑦ヤード 必要 否 否  

蛍光管・乾電池 ⑮ヤード 必要 否 否 箱詰め 

小型家電 ⑮ヤード 不要 否 否  

火災（持ち込み） ⑦ヤード 必要 要 要 家庭：15 ﾄﾝまで

無料（以降有料

(従量制)） 

事業：有料（従

量制） 

火災（収集） ⑦ヤード 必要 否 否  

※特定家庭用機器（家電４品目）の持ち込みは受け入れず、指定引き取り所を案内する 

※罹災ごみ（手数料の減免対象）の持ち込みは受け入れない 

※履行期間中に、持ち込み剪定枝・登録造園剪定枝の選別が必要になる可能性がある。 



 

選別方法 

 主たる対象物 選別方法 

粗大ごみ 

危険・困

難ごみ 

＜繊維類＞ 

布団、よしず、畳、敷物等、ビーズクッション 

＜合成樹脂類＞ 

ゴム・ビニールホース、ホースリール、塩ビ洗面桶、ク

ーラーボックス、プランター、旅行用トランク、スキー・

スノーボード（板・靴）、釣り竿、ヘルメット、製品の大

半が樹脂製の家電品等 

＜木質類＞ 

テーブル、タンス等の木製家具、簡便な日曜大工造作 

重機等で減容化（最大辺 1m 未

満）し、⑥ヤードへ 

（樹木の根、幹は最大厚さが

20cm 未満） 

（不燃物を含むものについて

は最大辺 30cm 未満） 

＜金属類（鉄、ステンレス、アルミ）＞ 

金属製ロッカー、自転車及びステンレス製食器、やかん、

アルミ製鍋等の調理器具、スキー用ストック、金属バッ

ト、アルミ脚立等（製品の大半が金属製のもの） 

選別し⑩ヤードへ 

＜陶磁器・ガラス類＞ 

食器、植木鉢、ガラス製食器、窓ガラス等 

重機等で減容化（最大辺 30cm 未

満）し、⑥ヤードへ 

＜家電（高品位）＞ 

携帯電話、スマホ、タブレット PC、TV ゲーム、携帯音楽

プレーヤー、デジカメ、ビデオカメラ、ゲーム機器等 

電線等を切らずに 90 リットル

の袋につめ、計量後、②ヤード

小型家電コンテナへ 

＜家電（中・低品位）＞ 

DVD・HDD レコーダー、音響機器、電話機、FAX 機、電卓、

プリンター、掃除機、扇風機、ラジカセ、ホットカーペ

ット、ヘアドライヤー、スピーカー等 

電線等を切らずに⑪ヤード小

型家電コンテナ 

＜蛍光管＞ 

直管型、円環型 

①ヤードで定型の箱にうまく

収まるように箱詰めする 

＜乾電池＞ 

アルカリ乾電池、マンガン乾電池、ボタン・コイン電池、

その他使い切り電池 

①ヤードのドラム缶へ 

＜小型二次電池＞ 

ニッケル水素電池、ニカド電池、リチウムイオン電池 

⑮ヤードでそれぞれ端子をテ

ープ絶縁し、リチウムイオン電

池、ニッケル水素電池、ニカド

電池に分け、ペール缶に入れる 

（JBRC の処置方法による） 

スプレー缶、カセットボンベ類 選別し⑫ヤードへ 

コンクリートブロック、レンガ、土、砂 ⑬ヤードへ 

羽毛布団 選別し⑫ヤードへ 

可燃ごみとして場外の積替施設へ搬送する場合は、大阪広域環境施設組合の搬入基準に適合すること。 


